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墨田区条例第２４号 



   墨田区特別区税条例等の一部を改正する条例 

 （墨田区特別区税条例の一部改正） 

第１条 墨田区特別区税条例（昭和３９年墨田区条例第４３号）の一部を次のように

改正する。 

  第１２条第１項中「３万円」を「１０万円」に改める。 

  第２０条第１項各号列記以外の部分中「５，０００円」を「２，０００円」に改

め、同項第３号中「（租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第４１条の１８

の３の規定により特定寄附金とみなされるものを含む。）」を「並びに租税特別措

置法（昭和３２年法律第２６号）第４１条の１８の２第２項に規定する特定非営利

活動に関する寄附金」に改め、同条第２項を次のように改める。 

 ２ 前項の特例控除額は、法第３１４条の７第２項に定めるところにより計算した

金額とする。 

  第２５条の見出し中「かかる」を「係る」に改め、同条第１項中「第２３条第７

項」を「同条第７項」に、「３万円」を「１０万円」に改める。 

  第３６条の１０第１項中「かかる」を「係る」に、「３万円」を「１０万円」に

改める。 

  第４４条第１項中「３万円」を「１０万円」に改める。 

  第５１条の５の次に次の１条を加える。 

  （たばこ税に係る不申告に関する過料） 

 第５１条の６ たばこ税の申告納税者が正当な事由がなくて第５１条の３第１項又

は第２項の規定による申告書を当該各項に規定する申告書の提出期限までに提出

しなかった場合においては、その者に対し、１０万円以下の過料を科する。 

 ２ 前項の過料の額は、区長が定める。 

 ３ 第１項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、

その発した日から１０日以内とする。 

  第５６条の次に次の１条を加える。 

  （鉱産税に係る不申告に関する過料） 

 第５６条の２ 鉱産税の納税者が正当な事由がなくて前条の規定による申告書を同



条に規定する申告書の提出期限までに提出しなかった場合においては、その者に

対し、１０万円以下の過料を科する。 

 ２ 前項の過料の額は、区長が定める。 

 ３ 第１項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、

その発した日から１０日以内とする。 

  第５８条第１項中「３万円」を「１０万円」に改める。 

  付則第３条の６を次のように改める。 

  （寄附金税額控除における特例控除額の特例） 

 第３条の６ 第２０条の規定の適用を受ける区民税の所得割の納税義務者が、法第

３１４条の７第２項第２号若しくは第３号に掲げる場合に該当する場合又は第１

８条第２項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額

を有しない場合であって、当該納税義務者の前年中の所得について、付則第８条

第１項、付則第９条第１項、付則第１０条第１項、付則第１２条第１項、付則第

１３条第１項又は付則第１４条の２第１項の規定の適用を受けるときは、第２０

条第２項に規定する特例控除額は、同項の規定にかかわらず、法附則第５条の５

第２項に定めるところにより計算した金額とする。 

  付則第４条第１項中「平成２４年度」を「平成２７年度」に、「所得割の納税義

務者が前年中に租税特別措置法第２５条第１項各号に掲げる売却の方法により当該

各号に定める肉用牛を売却し、かつ、その売却した肉用牛がすべて同項に規定する

免税対象飼育牛（次項において「免税対象飼育牛」という。）である場合（その売

却した肉用牛の頭数の合計が２，０００頭以内である場合に限る。）」を「法附則 

 第６条第４項に規定する場合」に、「その肉用牛」を「肉用牛」に、「同法」を 

 「租税特別措置法」に改め、「（第１５条第１項に規定する総所得金額に係る区民

税の所得割の額から、当該事業所得がないものとして計算した場合における同項の

総所得金額に係る区民税の所得割の額を控除した額とする。）」を削り、同条第２

項各号列記以外の部分中「所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第２５条

第１項各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却し、かつ、そ

の売却した肉用牛のうちに免税対象飼育牛に該当しないもの又は免税対象飼育牛に



該当する肉用牛の頭数の合計が２，０００頭を超える場合の当該超える部分の免税

対象飼育牛が含まれている場合（その売却した肉用牛がすべて免税対象飼育牛に該

当しないものである場合を含む。）」を「法附則第６条第５項に規定する場合」に、

「その肉用牛」を「肉用牛」に、「同法」を「租税特別措置法」に、「次」を「法

附則第６条第５項各号」に改め、同項各号を削る。 

  付則第８条第３項第２号中「、付則第３条の５の２第１項及び付則第３条の６」

を「及び付則第３条の５の２第１項」に改め、「、同条第２項及び付則第３条の６

中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに付則第８条第１項の規定による区

民税の所得割の額の合計額」と」を削る。 

  付則第９条第３項第２号中「、付則第３条の５の２第１項及び付則第３条の６」

を「及び付則第３条の５の２第１項」に改め、「、同条第２項及び付則第３条の６

中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに付則第９条第１項の規定による区

民税の所得割の額の合計額」と」を削る。 

  付則第１０条第３項第２号中「、付則第３条の５の２第１項及び付則第３条の６」 

を「及び付則第３条の５の２第１項」に改め、「、同条第２項及び付則第３条の６

中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに付則第１０条第１項の規定による

区民税の所得割の額の合計額」と」を削る。 

  付則第１２条第５項第２号中「、付則第３条の５の２第１項及び付則第３条の６」 

を「及び付則第３条の５の２第１項」に改め、「、同条第２項及び付則第３条の６

中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに付則第１２条第１項の規定による

区民税の所得割の額の合計額」と」を削る。 

  付則第１３条第２項第２号中「、付則第３条の５の２第１項及び付則第３条の６」 

を「及び付則第３条の５の２第１項」に改め、「、同条第２項及び付則第３条の６

中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに付則第１３条第１項の規定による

区民税の所得割の額の合計額」と」を削る。 

  付則第１４条の２第２項第２号中「、付則第３条の５の２第１項及び付則第３条

の６」を「及び付則第３条の５の２第１項」に改め、「、同条第２項及び付則第３

条の６中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに付則第１４条の２第１項の



規定による区民税の所得割の額の合計額」と」を削る。 

  付則第１４条の４第２項第２号中「、付則第３条の５の２第１項及び付則第３条

の６」を「及び付則第３条の５の２第１項」に改め、「、同条第２項及び付則第３

条の６中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに付則第１４条の４第１項の

規定による区民税の所得割の額の合計額」と」を削り、同条第５項第２号中「、付 

則第３条の５の２第１項及び付則第３条の６」を「及び付則第３条の５の２第１項」 

に改め、「、同条第２項及び付則第３条の６中「所得割の額」とあるのは「所得割 

 の額並びに付則第１４条の４第３項の規定による区民税の所得割の額の合計額」と」 

を削る。 

 （墨田区特別区税条例の一部を改正する条例の一部改正） 

第２条 墨田区特別区税条例の一部を改正する条例（平成２０年墨田区条例第３０号）

の一部を次のように改正する。 

  付則第２条第８項、第１５項及び第２０項中「平成２３年１２月３１日」を「平

成２５年１２月３１日」に改める。 

第３条 墨田区特別区税条例の一部を改正する条例（平成２２年墨田区条例第２２号）

の一部を次のように改正する。 

  付則第１条第３号中「平成２５年１月１日」を「平成２７年１月１日」に改める。 

  付則第２条第４項中「平成２５年度」を「平成２７年度」に改める。 

   付 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当

該各号に定める日から施行する。 

 ⑴ 第１条中墨田区特別区税条例第１２条第１項の改正規定、同条例第２５条第１

項の改正規定（「３万円」を「１０万円」に改める部分に限る。）、同条例第３

６条の１０第１項の改正規定（「３万円」を「１０万円」に改める部分に限

る。）、同条例第４４条第１項の改正規定、同条例第５１条の５の次に１条を加

える改正規定、同条例第５６条の次に１条を加える改正規定及び同条例第５８条

第１項の改正規定並びに付則第３条の規定 平成２３年１２月１日 



 ⑵ 第１条中墨田区特別区税条例第２０条の改正規定 平成２４年１月１日 

 ⑶ 第１条中墨田区特別区税条例付則第４条の改正規定及び次条第２項の規定 平

成２５年１月１日 

 （区民税に関する経過措置） 

第２条 第１条の規定による改正後の墨田区特別区税条例（以下「新条例」という。） 

第２０条の規定は、区民税の所得割の納税義務者が平成２３年１月１日以後に支出

する新条例第２０条第１項各号に掲げる寄附金又は金銭について適用する。 

２ 新条例付則第４条の規定は、平成２５年度以後の年度分の区民税について適用し、

第１条の規定による改正前の付則第４条第１項に規定する免税対象飼育牛に係る平

成２４年度分までの区民税については、なお従前の例による。 

 （罰則に関する経過措置） 

第３条 この条例（付則第１条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条

において同じ。）の施行前にした行為及びこの付則の規定によりなお従前の例によ

ることとされる区税に係るこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用につい

ては、なお従前の例による。 


